
証券コード 2218
平成23年６月10日

株 主 各 位
札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号

代表取締役社長 吉 田 勝 彦

第77期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととご拝察申しあげます。

　さて、当社第77期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出

席くださいますようご通知申しあげます。

　当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同

封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年６月28日（火曜日）

午後５時30分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげ

ます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年６月29日（水曜日）午前10時

2. 場 所 札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号

当社本社 ４階大会議室

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第77期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業

報告の内容および計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役６名選任の件

第２号議案 補欠監査役２名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上
の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.nichiryo-pan.co.jp/）に掲載させていただきます。
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(添付書類)
事 業 報 告

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

平成22年２月１日付で連結子会社である株式会社ノースデリカを吸収合併したこ

とにより当社は、当期より連結決算から非連結決算へ移行いたしました。このため、

当事業報告は、当社単体（個別）で作成しております。また対前期比は前期の連結

経営成績との比較で記載しております。

1. 会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

　当期におけるわが国の経済環境は、上期は、政府による景気刺激策や新
興国向けの輸出拡大などにより、緩やかながらも回復基調を辿りましたが、
下期は、急激な円高の進行によって、輸出産業の伸長に陰りが見られ、雇
用情勢や所得環境の改善が進まず、個人消費が力強さに欠けるなど、景気
は停滞局面を迎えました。また、３月11日に発生した東日本大震災によっ
て、東北地方や北関東地方を中心に甚大な被害が生じ、大きな混乱と影響
を及ぼす事態となりました。
　当業界におきましては、消費者の生活防衛や節約意識が浸透し、製品の
低価格化が進行する中で、夏場の猛暑による大幅な消費減退も加わり、大
変厳しい環境で推移いたしました。また、大震災によって被災地に立地す
る製パン業各社の工場も深刻な被害を受け、十分な生産体制が確保できな
い状況となりましたが、業界を挙げて、被災地向けの食糧支援に取り組み
ました。当社は大震災の被害もなく、積極的に被災地向け緊急食糧の供給
を実施いたしました。
　このような情勢下におきまして、当社は経営理念に掲げる「北海道の活
性化に貢献する“真の北海道企業”への成長」をめざし、「おいしく、北海
道らしく。」というキャッチコピーのもと、市場動向とお客様のニーズを的
確にとらえた製品施策を推進し、売上の確保に努めてまいりました。また、
組織体制の見直しと効率化を進め、収益基盤の強化をはかってまいりまし
た。
　製品面では、食パン「絹艶」や菓子パン「北の国のベーカリー」ならび
に「ラブラブサンド」など主力製品のリニューアルやバラエティ化を実施
するとともに、「みんなの食パンＡＮＮ（アン）」を発売して、低価格帯の
食パンを強化するなど、お客様にとって価値ある製品開発を推し進めてま
いりました。また、食品安全衛生面では、AIBフードセーフティーに基づく
継続的な工場運営の管理強化に取り組む一方、コストダウンの観点からは、
原料・製品ロスや不良品の大幅削減にも注力してまいりました。
　以上の結果、当期の業績につきましては、売上高17,482百万円(対前期比
99.9％)、営業利益241百万円(同91.0％)、経常利益205百万円(同89.6％)、
当期純利益は186百万円(同114.1％)となりました。
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　なお、配当金につきましては、繰越損失（平成23年３月末現在 756百万

円）が残るため、当期につきましても遺憾ながら無配とさせていただきた

く存じます。当面は、早期復配に向けた収益改善、ならびに財務体質およ

び経営基盤の強化を最大の課題に掲げて鋭意取り組む所存であります。

区分別の売上状況は次のとおりであります。

食パンの売上高は2,404百万円（対前期比97.4％）となりました。主力の

食パンとしてご愛顧をいただいている「絹艶」は、しっとり感、やわらか

さ、きめ細かさをアップしてリニューアルを実施するとともに、同製品を

使用したサンドイッチ「絹艶サンド」を発売し、ブランドの浸透をはかり

ました。また昨秋には需要が低迷する中で、低価格帯の食パン「みんなの

食パンＡＮＮ（アン）」を発売してお買得感を訴求し、北海道内の食パン市

場の掘り起こしに努めました。

菓子パンの売上高は7,171百万円（対前期比104.9％）で、「北の国のベー

カリー」シリーズや「ラブラブサンド」など菓子パン基幹製品のボリュー

ムアップや季節限定のバラエティ化を行うなど、品質改良や積極的な新製

品投入によって売上は好調でした。

和菓子の売上高は3,271百万円（対前期比95.5％）で、新製品の伸び悩み

から、大福をはじめ串団子や饅頭、蒸しパン類も総じて不振でありました。

洋菓子の売上高は1,346百万円（対前期比99.2％）で、スナックサンド類

のリニューアルや新製品の寄与がありましたが、猛暑の影響もあって前期

実績を下回りました。

調理パン・米飯類の売上高は2,768百万円（対前期比96.1％）で、主要コ

ンビニエンスストアの店舗減少による影響を大きく受けましたが、調理パ

ンでは、下期より一般店や特定量販店向けの新製品を計画的に投入したこ

とにより、売上は回復傾向となりました。

その他仕入商品の売上高は519百万円（対前期比98.2％）で、本州の百貨

店で開催していた北海道物産展が過日発生した大震災の影響で打ち切りと

なった影響があり、前期実績を下回りました。
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区分別売上高

区 分 金 額 構 成 比 前 期 比

食 パ ン 2,404百万円 13.8％ 97.4％

菓 子 パ ン 7,171 41.0 104.9

和 菓 子 3,271 18.7 95.5

洋 菓 子 1,346 7.7 99.2

調理パン・米飯類 2,768 15.8 96.1

そ の 他 仕 入 商 品 519 3.0 98.2

合 計 17,482 100.0 99.9

(注) 平成22年２月１日付で連結子会社の株式会社ノースデリカを吸収合併したことにより、連結決
算から非連結決算へ移行いたしました。このため、前期比は前期の連結経営成績との比較で記
載しております。

(2) 設備投資等の状況

　当期の設備投資の総額は287百万円であります。その主なものは、各工場

の生産設備の維持・更新であります。

(3) 資金調達の状況

　当期の所要資金につきましては、自己資金および借入金によって充当し

ており、増資または社債発行による資金の調達は行っておりません。

(4) 対処すべき課題

　今後の見通しといたしましては、東日本大震災によって広範囲にわたる

被災地企業の操業停止や、大震災以降の電力供給不足から生じる生産活動

の停滞に加え、福島第１原子力発電所の事故による社会不安感が強まり、

景気の先行きは、復興に向けた動きが本格化するまで、大変厳しい状況が

続くものと予測されます。また、国内の経済活動が落ち込み、輸出の減少

や急激な円高が懸念されることに加え、雇用情勢や所得環境の早期好転は

難しいものと推察され、当面景気の停滞が続くことが予想されます。

　当業界におきましても、大震災の影響による消費マインドの一層の落ち

込みが懸念される中、消費者の根強い節約志向のもとで、企業間競争が激

化する厳しい経営環境が予想されます。また、原油価格や、異常気象と新

興国の需要拡大による穀物価格の高騰により、小麦粉、油脂類、糖類など

原料価格の上昇が懸念され、大変厳しい収益管理が求められる状況が続く

ものと思われます。

　このような情勢下におきまして、当社は、「おいしく、北海道らしく。」
の方針のもと、よりおいしく、付加価値のある製品を継続的に提供するこ
とが重要な課題であると認識し、取り組んでおります。
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　当社は、食品企業に求められる食の安全・安心を追求するとともに、品
質の安定に努め、環境に配慮した効率的な経営をめざしてまいります。ま
た、企業体質の変革を推し進め、安定的な収益の確保をはかり、早期に繰
越損失の解消を果たすことができるよう、一層努力する所存でございます
ので、株主各位のなお一層のご指導・ご鞭撻をお願い申しあげます。

(5) 財産および損益の状況の推移

区 分
第 74 期

平成20年３月期
第 75 期

平成21年３月期
第 76 期

平成22年３月期
第 77 期

平成23年３月期
(当期)

売 上 高(百万円) 17,567 17,828 17,498 17,482

経 常 利 益(百万円) 305 236 229 205

当 期 純 利 益(百万円) 182 119 163 186

１株当たり当期純利益(円) 8.71 5.68 7.82 8.92

総 資 産(百万円) 13,058 12,479 12,424 12,232

純 資 産(百万円) 2,230 2,252 2,449 2,643

(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を除く）に基づき算出
しております。

2. 平成22年２月１日付で連結子会社の株式会社ノースデリカを吸収合併したことにより、
非連結決算へ移行いたしました。このため、当期は当社単体（個別）、第76期以前は連
結の数値を記載しております。

(6) 重要な親会社および子会社の状況

山崎製パン株式会社は、当社の議決権の約28.5％を所有しており、当社
は同社の持分法適用関連会社であります。

(7) 主要な事業内容

当社は、パン・菓子、米飯等の製造および販売ならびにその他の食料品
の販売に関する事業を行っております。

(8) 主要な営業所および工場 （平成23年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 (月 寒 工 場) 北海道札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号

琴 似 工 場 北海道札幌市西区琴似４条７丁目４番７号

旭 川 支 店 北海道旭川市流通団地２条１丁目11番地６

釧 路 工 場 北海道釧路市鳥取南６丁目２番18号

函 館 工 場 北海道函館市昭和４丁目23番１号

(注) 1. 釧路、函館の両事業所は平成22年９月１日付にて、組織名称を事業所から工場に変更
いたしました。

2. 上記のほか、営業所３ヶ所（北海道２ヶ所、青森県１ヶ所）を設置しております。

― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年05月27日 19時10分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40 20110126_02）



(9) 従業員の状況 （平成23年３月31日現在）

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

695名 13名増 44.6歳 15.4年

(10) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 1,018百万円

株 式 会 社 北 洋 銀 行 1,346

株 式 会 社 北 陸 銀 行 366

2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 (普通株式) 84,000,000株

(2) 発行済株式の総数 (普通株式) 21,039,480株(うち自己株式70,776株）

(3) 当期末株主数 1,855名

(うち単元株数以上の株主数 1,383名)

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 崎 製 パ ン 株 式 会 社 5,982千株 28.5％

日 糧 取 引 先 持 株 会 2,453 11.7

日 糧 従 業 員 持 株 会 1,379 6.5

株 式 会 社 Ａ Ｄ Ｅ Ｋ Ａ 1,052 5.0

株 式 会 社 北 洋 銀 行 1,038 4.9

相 馬 商 事 株 式 会 社 821 3.9

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 300 1.4

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 240 1.1

渡 辺 俊 雄 224 1.0

株 式 会 社 セ イ コ ー マ ー ト 210 1.0

(注) 持株比率は自己株式（70,776株）を控除して計算しております。
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3. 会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等 （平成23年３月31日現在)

氏 名 地 位 担当、主な職業および
重要な兼職の状況

関 根 治 代表取締役会長 山崎製パン株式会社 取締役

吉　田 勝 彦 代表取締役社長

深 澤 忠 史 取締役副社長
製造本部担当兼食品安全衛生管理本部担
当

吉 沢 武 治 専 務 取 締 役 営業本部担当、営業本部長

宮 崎 広 専 務 取 締 役 管理本部担当

毛 利 信 作 取 締 役
三菱商事株式会社 農水産本部農産ユニ
ットマネージャー
日東富士製粉株式会社 社外取締役

北 川 由香里 取 締 役 管理本部長

小 山 照 幸 常 勤 監 査 役

伊 東 孝 監 査 役 伊東法律会計事務所代表 弁護士、公認
会計士

塚 﨑 覺 監 査 役 山崎製パン株式会社 常務執行役員総務
本部文書法務部長

(注) 1. 青木中、月崎暁の両氏は平成22年６月29日開催の第76期定時株主総会終結の時をもっ
て、任期満了につき取締役を退任いたしました。

2. 関根治、深澤忠史、宮崎広、北川由香里の各氏は平成22年６月29日開催の第76期定時
株主総会において、新たに取締役に選任され、就任いたしました。

3. 代表取締役会長関根治氏は、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社
である山崎製パン株式会社の取締役を兼務しており、同社は当社と同一の部類に属す
る事業を行っております。

4. 豊田実氏は、平成22年６月29日開催の第76期定時株主総会終結の時をもって、監査役
を辞任いたしました。

5. 塚﨑覺氏は、平成22年６月29日開催の第76期定時株主総会において、新たに監査役に
選任され、就任いたしました。

6. 取締役のうち、毛利信作氏は、社外取締役であります。
7. 監査役のうち、伊東孝、塚﨑覺の両氏は、社外監査役であります。
8. 社外監査役伊東孝氏は、公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見

を有しております。
9. 当社は、社外監査役伊東孝氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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(2) 取締役および監査役の報酬等の額

取締役 ７名 64百万円 （うち社外取締役 １名 １百万円)

監査役 ２名 ９百万円 （うち社外監査役 １名 ２百万円)

(注) 1. 取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役に対する使用人給与は含まれておりません。
2. 報酬等の額には役員退職慰労引当金の当期繰入額５百万円が含まれております。
3. 上記の支給人員には、無報酬の役員は含んでおりません。
4. 取締役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内において、取締役報酬規程の定

めるところにより、取締役会により決定しております。監査役の報酬は、株主総会で
承認された総額の範囲内において、監査役報酬規程の定めるところにより、監査役の
協議により決定しております。なお、平成３年６月27日開催の第57期定時株主総会に
おいて、取締役の報酬限度額は月額15百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用
人給与は含まない)、監査役は月額２百万円以内とご承認いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

　① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役毛利信作氏の兼職先である三菱商事株式会社および日東富

士製粉株式会社と当社との間には、重要な取引関係はありません。

社外監査役伊東孝氏は、当社の顧問弁護士であります。

社外監査役塚﨑覺氏の兼職先である山崎製パン株式会社は、当社の主

要株主である筆頭株主およびその他の関係会社であります。

　② 当期における主な活動状況

氏 名 地 位 主 な 活 動 状 況

毛 利 信 作 取 締 役

当期に開催した取締役会14回のうち11回
に出席し、会社業務における豊富な経験
と高い見識に基づき、議案審議等に必要
な発言を適宜行っております。

伊 東 孝 監 査 役

当期に開催した取締役会14回のうち13回、
監査役会９回のすべてに出席し、主に弁
護士・公認会計士としての専門的見地か
ら、議案審議等に必要な発言を適宜行っ
ております。

塚 﨑 覺 監 査 役

就任後開催した取締役会10回のうち９回、
監査役会６回のうち５回に出席し、会社
業務における豊富な経験と高い見識に基
づき、議案審議等に必要な発言を適宜行
っております。
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　③ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役および社外監査役全員との間で、会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定

する額であります。

4. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

　 監査法人ハイビスカス

(2) 当期に係る会計監査人の報酬等の額

① 当期に係る会計監査人としての報酬等の額 18百万円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

18百万円

(注) 当社と会計監査人の間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務

以外の業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社都合の他、当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違

反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、

監査役会はその事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を

行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則に則り

「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議議案とすることを取締

役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。
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5. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制その他業務の適正を確保するための体制

　当社は、平成18年５月19日開催の取締役会において、内部統制システム
の構築に関する基本方針を定めております。また平成22年４月26日開催の
取締役会において、以下の通り改正を決議しております。この基本方針に
基づき、業務の適正を確保し、より効果的な内部統制システムの構築をめ
ざしてまいります。

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制

　経営理念や取締役会規則およびコンプライアンス委員会、コンプライア

ンス規程により、法令・定款等を遵守することの徹底を図る。また必要に

応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が

他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役および取締

役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役会議事録・稟議書をはじめとする取締役の職務執行に係る情報に

ついては、情報管理規程、機密文書取扱規則、電子機密情報取扱規則等に

基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管

理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 食品メーカーとして、「食の安全・安心」を最優先の課題として品質
保証体制を構築する。製品の安全性の確保のため、全社的な組織的取
り組みにより、日々の管理を実施し、AIB(American Institute of
Baking)の「国際検査統合基準」に基づく教育指導・監査システムや、
ISO(International Organization For Standardization)などの品質マ
ネジメント手法を活用し、総合的な食品安全衛生対策を推進する。ま
た、行政機関、研究機関、原材料の納入業者およびお取引先等と適切
に連携して食品の安全情報を的確に捉え、科学的なリスク分析・評価
に基づいて食品事故の未然防止のために必要な措置を講じる。

② 損失の危険の管理に関する諸規程を整備し、適切に運用する。また、
業務の遂行過程において生じる各種リスクの管理は、「リスク管理ガイ
ドライン」を基に各担当部門において行う。定期的にリスクの洗出し
を行い、その回避、移転、低減等の対応プランを作成し、従業員の教
育・研修を実施するなど、その顕在化に備える。
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③ 不測の事態に備え「危機管理マニュアル」を整備し、万一危機が発
生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、緊急対策チ
ームおよび顧問弁護士等を含む社外支援チームを組織し、迅速な対応
を行い、損害・影響等を最小限に止める体制を整える。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
の基礎として、取締役会を月１回定期的に開催するほか、必要に応じ
て適宜臨時に開催するものとする。また、当社の経営方針および経営
戦略に関わる重要事項については月１回開催の経営会議において議論
を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、経営会議規程、組
織・権限規程、職務分掌規程においてそれぞれの責任者およびその責
任、執行手続の詳細について定めることとする。

(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制

① コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定め、
従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図る。また、社長を委
員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの確
立、普及、定着を図り、企業倫理および遵法精神に基づく企業行動を
推進する。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、
研修の実施を行うものとする。

② 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置、各部
門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセス改善に努
める。

③ 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関
する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものと
し、遅滞なく取締役会において報告するものとする。また、内部監査
室等は自らの活動の結果を定期的に代表取締役社長に報告する。

④ 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報
告体制として、従業員相談窓口および社外の弁護士を直接の情報受領
者とする社内通報システムを整備し、コンプライアンス規程に基づき
運用を行うこととする。
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(6) 当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

① グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全
てにおいて当社のコンプライアンス規程およびリスク管理体制を適用
する。経営管理については、関係会社管理規程による子会社経営の管
理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。取
締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに
関する重要な事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するもの
とし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。

② グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反
し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、直ち
に監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとす
る。監査役は取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求め
ることができるものとする。

(7) 反社会的勢力との関係を遮断し、排除するための体制

① 反社会的勢力への対抗姿勢として、「企業行動規範」「行動基準」そ
の他の社内規程等を制定し、その徹底を図り、断固たる態度で反社会
的勢力との関係を遮断・排除することで、公共の信頼を維持し、業務
の適切性・健全性を維持する。

② 反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を管理本部
と定め、事案発生時に備え、社内体制の整備を行い、警察、暴力追放
運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な関係を構築する。

③ 取締役および使用人は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとと
もに、何らかの関係を有してしまったときは、所管部署を中心に外部
専門機関と連携し、速やかに関係を解消する。

(8) 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項

　監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当

該従業員を配置するものとし、配置にあたっての内容は、監査役会と協議

のうえ、その意見を十分考慮して検討する。

(9) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 監査役補助者の任命・異動に係わる事項の決定には、監査役会の同
意を必要とする。

② 監査役補助者は職務分掌規程等の社内規程において取締役からの独
立性を明確にする。
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(10) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ
の報告に関する体制

① 監査役は取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議へ参加する
とともに、取締役が決裁する稟議書やリスク管理・内部監査等に関す
る報告書の閲覧、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項に
ついて報告を受けるものとする。

② また前記に係わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役およ
び使用人に対して報告を求めることができることとする。

(11) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人および内部監査室
と定期的に協議および意見交換を行う。

② 監査役は、代表取締役社長と定期的な意見交換会を設定し、監査上
の重要課題について意見交換を行う。

③ 監査役は当社の法令遵守体制および社内通報システムの運用に問題
があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求め
ることができるものとする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 本事業報告の記載数字は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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貸 借 対 照 表

( 平成23年３月31日現在 )

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 3,871,850 流 動 負 債 5,409,885

現 金 及 び 預 金 1,432,427 支 払 手 形 709,910

売 掛 金 2,006,163 買 掛 金 1,476,957

商 品 及 び 製 品 41,804 短 期 借 入 金 1,550,000

仕 掛 品 24,142 １年内返済予定の長期借入金 662,200

原材料及び貯蔵品 147,168 未 払 金 468,830

前 払 費 用 17,219 未 払 費 用 178,681

繰 延 税 金 資 産 137,534 未 払 法 人 税 等 23,698

短 期 貸 付 金 240 未 払 消 費 税 等 67,332

未 収 入 金 61,997 預 り 金 58,450

立 替 金 1,545 賞 与 引 当 金 167,322

そ の 他 4,500 設備関係支払手形 20,774

貸 倒 引 当 金 △2,892 そ の 他 25,727

固 定 資 産 8,360,576 固 定 負 債 4,179,502

有 形 固 定 資 産 7,698,797 長 期 借 入 金 1,138,700

建 物 1,422,407 再評価に係る繰延税金負債 1,583,259

構 築 物 92,387 退 職 給 付 引 当 金 1,419,710

機 械 及 び 装 置 1,416,731 役員退職慰労引当金 36,687

車 両 運 搬 具 1,983 受 入 保 証 金 1,145

工具、器具及び備品 93,071

土 地 4,672,216 負 債 の 部 合 計 9,589,387

無 形 固 定 資 産 90,485 (純 資 産 の 部)

借 地 権 6,000 株 主 資 本 287,306

ソ フ ト ウ エ ア 84,485 資 本 金 1,051,974

投資その他の資産 571,292 利 益 剰 余 金 △756,478

投 資 有 価 証 券 335,707 その他利益剰余金 △756,478

関 係 会 社 株 式 20,000 繰越利益剰余金 △756,478

出 資 金 230 自 己 株 式 △8,188

長 期 貸 付 金 3,935 評価・換算差額等 2,355,732

破 産 更 生 債 権 等 5,664 その他有価証券評価差額金 48,263

長 期 前 払 費 用 9,439 土地再評価差額金 2,307,468

投 資 不 動 産 108,967

差 入 保 証 金 27,032

繰 延 税 金 資 産 61,578

そ の 他 8,340

貸 倒 引 当 金 △9,603 純 資 産 の 部 合 計 2,643,038

資 産 の 部 合 計 12,232,426 負債及び純資産の部合計 12,232,426
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損 益 計 算 書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 17,482,011

売 上 原 価 13,364,909

売 上 総 利 益 4,117,102

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,875,761

営 業 利 益 241,341

営 業 外 収 益 28,720

受 取 利 息 357

受 取 配 当 金 6,488

受 取 賃 貸 料 7,962

そ の 他 13,911

営 業 外 費 用 64,340

支 払 利 息 64,331

そ の 他 8

経 常 利 益 205,721

特 別 利 益 4,894

固 定 資 産 売 却 益 4,894

特 別 損 失 38,444

固 定 資 産 売 却 損 450

固 定 資 産 除 却 損 17,478

投 資 有 価 証 券 売 却 損 20,514

税 引 前 当 期 純 利 益 172,171

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,566

法 人 税 等 調 整 額 △28,390

当 期 純 利 益 186,995
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株主資本等変動計算書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成22年３月31日残高 1,051,974 △981,821 △981,821 △7,899 62,253

事業年度中の変動額

当 期 純 利 益 ― 186,995 186,995 ― 186,995

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △289 △289

土地再評価差額金の取崩 ― 38,347 38,347 ― 38,347

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 ― 225,342 225,342 △289 225,053

平成23年３月31日残高 1,051,974 △756,478 △756,478 △8,188 287,306

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成22年３月31日残高 41,078 2,345,816 2,386,894 2,449,147

事業年度中の変動額

当 期 純 利 益 ― ― ― 186,995

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △289

土地再評価差額金の取崩 ― ― ― 38,347

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

7,185 △38,347 △31,161 △31,161

事業年度中の変動額合計 7,185 △38,347 △31,161 193,891

平成23年３月31日残高 48,263 2,307,468 2,355,732 2,643,038
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個 別 注 記 表

〔継続企業の前提に関する注記〕

　 該当事項はありません。

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

１．資産の評価基準及び評価方法
　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　 ① 子会社株式及び関連会社株式
　 移動平均法に基づく原価法
　 ② その他有価証券
　 時価のあるもの
　 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
　 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
　 時価のないもの
　 移動平均法に基づく原価法
　(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
　 評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
　 ① 商品
　 先入先出法
　 ② 製品
　 売価還元法
　 ③ 原材料、仕掛品、貯蔵品
　 先入先出法
２．固定資産の減価償却の方法
　 ① 有形固定資産(リース資産を除く)
　 定率法

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は定額法。なお、平成19年
４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)以外の有形固定資産については平成19年度
税制改正前の定率法によっております。

　 ② 無形固定資産(リース資産を除く)
　 定額法

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。但し、
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法。

　 ③ 投資その他の資産(リース資産を除く)
　 投資不動産 定率法

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は定額法。なお、平成19年
４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)以外の有形固定資産については平成19年度
税制改正前の定率法によっております。

　 ④ リース資産
　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日
以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

― 17 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年05月27日 19時10分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.40 20110126_02）



３．引当金の計上基準
　 ① 貸倒引当金
　 債権の貸倒発生に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
　 ａ 一般債権
　 貸倒実績率法
　 ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権
　 財務内容評価法
　 ② 賞与引当金
　 従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
　 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末
において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(５年)による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しております。

　 ④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上して
おります。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　(1) 消費税等の会計処理
　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

〔会計方針の変更〕

　 資産除去債務に関する会計基準等
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)
及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３
月31日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

〔貸借対照表に関する注記〕

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．下記の固定資産を下欄の短期及び長期借入金の担保として提供しております。
　(1) 担保物件

建物 56,722千円
土地 215,906 〃
合計 272,629千円

長期借入金(１年内返済予定分を含む) 117,000千円
合計 117,000千円

　(2) 工場財団
　 月寒工場、琴似工場、釧路工場、函館工場とで工場財団を組成し、担保に提供しております。

建物 844,343千円
構築物 21,393 〃
機械及び装置 255,387 〃
土地 4,176,358 〃
合計 5,297,482千円

長期借入金(１年内返済予定分を含む) 1,683,900千円
短期借入金 1,550,000 〃
合計 3,233,900千円

３．有形固定資産の減価償却累計額
　 なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

11,614,932千円
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４．土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する
法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、
土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

　 (再評価の方法)
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地
価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額
を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行補正等
合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
再評価を行った年月日 平成12年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △1,193,094千円

〔損益計算書に関する注記〕

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売 上 原 価 7,387千円

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 21,039,480 ― ― 21,039,480

３．自己株式に関する事項
（単位：株）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 67,480 3,296 ― 70,776

　 （変動事由の概要）
　 増加数の主な内訳は、次の通りであります。
　 単元未満株式の買取りによる増加 3,296株

〔税効果会計に関する注記〕

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
　(繰延税金資産)
　貸倒引当金超過額 4,149千円
　賞与引当金超過額 67,564 〃
　退職給付引当金超過額 573,278 〃
　投資有価証券評価損否認 35,470 〃
　投資不動産評価損否認 194,218 〃
　固定資産減損損失 22,522 〃
　繰越欠損金 789,764 〃
　その他 37,036 〃
　繰延税金資産小計 1,724,005千円
　評価性引当額 △1,515,135 〃
　繰延税金資産合計 208,870千円

　(繰延税金負債)
　その他有価証券評価差額金 △9,757千円
　繰延税金負債合計 △9,757千円
　繰延税金資産の純額 199,112千円
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２．再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　(繰延税金資産)
　土地再評価差額金 12,183千円
　再評価に係る繰延税金資産小計 12,183千円
　評価性引当額 △12,183 〃
　再評価に係る繰延税金資産合計 ―千円

　(繰延税金負債)
　土地再評価差額金 △1,583,259千円
　再評価に係る繰延税金負債合計 △1,583,259千円
　再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 △1,583,259千円

３．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
　法定実効税率 40.4％
　(調整)
　交際費等永久に損金に算入されない項目 6.6〃
　住民税均等割 7.5〃
　評価性引当額の増減 △63.3〃
　その他 0.2〃
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 △8.6％

〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕

１．リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：千円）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

車両運搬具 113,026 90,216 22,810

工具、器具及び備品 10,945 9,403 1,541

ソフトウエア 45,871 37,603 8,268

合計 169,844 137,224 32,620

　(2) 未経過リース料期末残高相当額
１年内 27,625千円
１年超 6,482 〃
合計 34,108千円

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 57,083千円
減価償却費相当額 52,511千円
支払利息相当額 1,373千円

　(4) 減価償却費相当額の算定方法
　 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
　(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利
息法によっております。

２．オペレーティング・リース取引
　 未経過リース料

１年内 65,157千円
１年超 152,991 〃
合計 218,148千円
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〔金融商品に関する注記〕

１．金融商品の状況に関する事項
　(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入によ
る方針です。なお、デリバティブ取引は全く利用しておりません。

　(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を１年ごとに把握すること
としています。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期ごとに時価の把
握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として５年
以内)は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されて
いますが、定期的に経理所管の役員に報告されております。

　(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
特筆すべき事項はありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません
((注２)参照)。

（単位：千円）

貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

(1)現金及び預金 1,432,427 1,432,427 ―

(2)売掛金 2,006,163 2,006,163 ―

(3)投資有価証券
　 その他有価証券

322,282 322,282 ―

(4)支払手形 (709,910) (709,910) ―

(5)買掛金 (1,476,957) (1,476,957) ―

(6)短期借入金 (1,550,000) (1,550,000) ―

(7)長期借入金
(１年内返済予定分を含む)

(1,800,900) (1,758,680) 42,220

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

　(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、並びに(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4)支払手形、(5)買掛金、並びに(6)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

(7)長期借入金(１年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。

　(注２)非上場株式(貸借対照表計上額13,425千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ
ーを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

― 21 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年05月27日 19時10分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40 20110126_02）



〔賃貸等不動産に関する注記〕

１．賃貸等不動産の概要
北海道及びその他の地域において事業の用に供していない投資不動産で、一部賃貸されているも

のを含んでおります。
２．賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動額並びに当期末の時価及び当該

時価の算定方法
（単位：千円）

貸借対照表計上額
当期末の時価

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

108,967 ― ― 108,967 121,459

　(注１)
貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

　(注２)
当期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金
額、その他の物件については、適切な市場価格を反映していると考えられる指標(路線価、又は
固定資産税評価額)に基づく金額によっております。

〔持分法損益等に関する注記〕

１．関連会社に関する事項
当社は、関連会社を有しておりません。

２．開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

〔関連当事者との取引に関する注記〕

　 該当事項はありません。

〔１株当たり情報に関する注記〕

１．１株当たり純資産額 126円05銭
２．１株当たり当期純利益 8円92銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。

　 算定上の基礎
　(１株当たり純資産額)

貸借対照表の純資産の部の合計額 2,643,038千円
普通株式に係る純資産額 2,643,038千円
普通株式の発行済株式数 21,039,480株
普通株式の自己株式数 70,776株
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数 20,968,704株

　(１株当たり当期純利益)
損益計算書上の当期純利益 186,995千円
普通株式に係る当期純利益 186,995千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 20,970,065株
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〔重要な後発事象に関する注記〕

　 該当事項はありません。

〔その他の注記〕

１．退職給付会計関係
　(1) 採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりました
が、平成22年４月１日付で適格退職年金制度については、規約型確定給付企業年金制度へ移行し
ております。なお、これによる影響は軽微であります。また、従業員の退職等に際して割増退職
金を支払う場合があります。

　(2) 退職給付債務に関する事項(平成23年３月31日現在)
イ．退職給付債務 △1,658,318千円
ロ．年金資産 196,159 〃
ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,462,158千円
ニ．会計基準変更時差異の未処理額 ― 〃
ホ．未認識数理計算上の差異 42,448 〃
ヘ．未認識過去勤務債務(債務の減額) ― 〃
ト．貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △1,419,710千円
チ．前払年金費用 ― 〃
リ．退職給付引当金(ト－チ) △1,419,710千円

　(3) 退職給付費用の額
　(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
イ．勤務費用 80,354千円
ロ．利息費用 26,037 〃
ハ．期待運用収益 △5,338 〃
ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 ― 〃
ホ．数理計算上の差異の費用処理額 △11,063 〃
ヘ．過去勤務債務の費用処理額 ― 〃
ト．臨時に支払った割増退職金 ― 〃
チ．退職給付費用(イ＋ロ+ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 89,990千円

　(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
ロ．割引率 1.5％
ハ．期待運用収益率 2.5％
ニ．過去勤務債務の額の処理年数 ―年
ホ．数理計算上の差異の処理年数 ５年
ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 ―年
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２．固定資産の減損

　 該当事項はありません。

３．資産除去債務関係

　(1) 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
　 該当事項はありません。

　(2) 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
　当社は、賃貸借契約に基づき使用する一部の営業所について、退去時における原状回復に係る
債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点では移
転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。また、
当社が所有する固定資産の一部にアスベスト除去に係る債務を有しておりますが、当該債務に関
連する資産の使用期間が明確でないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができませ
ん。そのため、これら当該債務に見合う資産除去債務は計上しておりません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成23年５月６日
日糧製パン株式会社
　取締役会 御中

監査法人ハイビスカス
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 堀 俊 介 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 塚 克 幸 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日糧製パン株式会

社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第77期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び

にその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附

属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明

細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第77期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議

の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務

の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情

報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に

出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい

て業務及び財産の状況を調査いたしました。

　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要

なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定

期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、

当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行

が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ

る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上

の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
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資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしまし

た。

2. 監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人である監査法人ハイビスカスの監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

　 平成23年５月13日

日糧製パン株式会社 監査役会

常勤監査役 小 山 照 幸 ㊞
社外監査役 伊 東 孝 ㊞
社外監査役 塚 﨑 覺 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

　議案および参考事項

　第１号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

１
関 根 　 治
せき ね おさむ

(昭和22年９月５日生)

昭和45年４月 山崎製パン株式会社入社

0株

平成12年３月 同社取締役
平成20年１月 同社常務取締役広域流通営業本部長
平成21年12月 同社取締役

現在に至る
平成21年12月 当社特別顧問
平成22年６月 当社代表取締役会長

現在に至る
(重要な兼職の状況）
山崎製パン株式会社取締役

２
吉
よし

田 勝 彦
だ かつ ひこ

(昭和26年12月２日生)

昭和51年３月 当社入社

43,000株

平成８年６月 当社取締役
平成16年６月 当社取締役兼執行役員
平成18年６月 当社取締役兼専務執行役員
平成19年６月 当社代表取締役社長兼社長執行

役員兼製造本部担当
平成21年４月 当社代表取締役社長兼社長執行役員
平成22年６月 当社代表取締役社長

現在に至る

３
深 澤 忠 史
ふか さわ ただ し

(昭和25年10月４日生)

昭和49年４月 山崎製パン株式会社入社

5,000株

平成13年３月 同社執行役員
平成18年３月 同社取締役生産統括本部長兼パ

ン第一本部長
平成21年８月 同社取締役
平成21年８月 当社副社長執行役員生産担当
平成22年３月 山崎製パン株式会社取締役退任
平成22年４月 当社副社長執行役員製造本部担

当兼食品安全衛生管理本部担当
平成22年６月 株式会社北の国の菓子工房代表

取締役社長
現在に至る

平成22年６月 当社取締役副社長製造本部担当
兼食品安全衛生管理本部担当

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

４
吉 沢 武 治
よし ざわ たけ じ

(昭和25年９月８日生)

昭和51年３月 当社入社

37,050株

平成８年６月 当社取締役
平成16年６月 当社取締役兼執行役員
平成18年６月 当社取締役兼常務執行役員
平成19年６月 株式会社味彩代表取締役社長

現在に至る
平成21年４月 当社取締役兼専務執行役員社長補佐
平成22年４月 当社取締役兼専務執行役員営業

本部担当
平成22年６月 当社専務取締役営業本部担当
平成22年９月 当社専務取締役営業本部担当、

営業本部長
現在に至る

５
宮 崎 　 広
みや ざき ひろし

(昭和25年１月14日生)

昭和48年４月 山崎製パン株式会社入社

3,000株

平成13年３月 同社経理本部管理部長
平成18年10月 株式会社東ハト取締役
平成19年６月 同社常務取締役経理本部長
平成21年８月 当社専務執行役員管理担当
平成22年４月 当社専務執行役員管理本部担当
平成22年６月 当社専務取締役管理本部担当

現在に至る

６
北川
きた がわ

由香里
ゆ か り

(昭和30年８月30日生)

昭和53年４月 当社入社

25,000株

平成11年７月 当社経理部長
平成16年６月 当社執行役員経理部長
平成18年４月 当社執行役員管理本部長
平成21年４月 当社常務執行役員管理本部長
平成22年６月 当社取締役管理本部長

現在に至る

(注) 取締役候補者の関根治氏は、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社
である山崎製パン株式会社の取締役を兼務しており、同社は当社と同一の部類に属す
る事業を行っております。その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関
係はありません。
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　第２号議案　補欠監査役２名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補

欠監査役２名の選任をお願いするものであります。

　阿部修一氏は監査役小山照幸氏の、實重洋祐氏は社外監査役伊東孝氏お

よび社外監査役塚﨑覺氏の補欠としてそれぞれ選任願いたいと存じます。

　また、本決議の効力は次期定時株主総会開始の時までといたします。

　なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位および重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

１
阿 部 修 一
あ べ しゅう いち

(昭和26年３月23日生)

昭和50年３月 当社入社

16,000株

平成12年10月 当社旭川工場長
平成16年４月 当社お客様サービス室長
平成18年６月 当社内部監査室長
平成23年４月 当社内部監査室

現在に至る

２
實 重 洋 祐
さね しげ よう すけ

(昭和50年12月７日生)

平成19年９月 司法研修所入所

0株
平成20年12月 弁護士登録

伊東法律会計事務所入所
現在に至る

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 實重洋祐氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠の社外監査役としての選任理由および社外監査役との責任限定契約について
(1) 實重洋祐氏につきましては、弁護士として培われた法律知識を、監査役に就任さ

れた場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選
任をお願いするものであります。

(2) 實重洋祐氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企
業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、社
外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

(3) 当社は、社外監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、当社定款において
社外監査役との間で、会社法第423条第１項の責任につき、責任限定契約を会社
法第427条第１項の最低責任限度額を限度として締結できる旨定めております。
實重洋祐氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結
する予定であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

　 ■札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号

　 当社本社４階大会議室 電話（011)851-8131

　 ＜交通のご案内＞

　 ○　北海道中央バス 地下鉄東豊線福住駅バスターミナル発

平50 福85 福86 福87 80 113 ほか

「日糧パン前」下車 徒歩３分

　

　 ○　札幌市営地下鉄東豊線「福住駅」下車 ３・４番出口 徒歩20分
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